
事務総局会議（第1回）議事録

日時 令和6年1月16日 （火）午前10時00分～午前10時30分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、長田総務局第一課長、徳岡人事局長、染谷経理局長、

福田民事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、板津秘書課

長兼広報課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤審議官、内田曉総務

局参事官兼刑事局参事官兼家庭局参事官

議事 1 令和5年度外国出張計画について

板津秘書課長説明（資料第1）

2令和6年度外国出張計画について

板津秘書課長説明（資料第2）

3刑事手続（少年手続を含む）のデジタル化に係るシステムの段階

的な開発について

吉崎刑事局長、馬渡家庭局長及び清藤審議官が、資料第3に基づ

き、刑事手続（少年手続を含む）のデジタル化に係るシステムを段

階的に開発していくことなどについて説明

結果 ◎了承 1， 2， 3
｡

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料第1

（1月16日開催）

令和5年度外国出張計画

1最高裁判事

（1） フランス

(2) (1)の随行

合計2人

最高裁判事1人

裁判官1人

2国際会議

商事訴訟司法セミナー（中国、約5日間） 【民事局】

合計1人

裁判官1人

司法事情研究 合計2人

デジタル化後の倒産手続の運用に関する実情調査（ドイツ、約8日間）

【民事局】 裁判官1人

一般職1人
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事務総局会議資料第2

（1月16日開催）

令和6年度外国出張計画

合計1人国際会議

ラム（カタール、約5日間) 【民事局】商事裁判所常設国際フオー

裁判官1人
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事務総局会議資料第3
（1月16日開催）

配布資料1

刑事手続（少年手続を含む）のデジタル化に係るシステムの段階的開発について

-I
可

①法施行に向けて対応が不可欠な機能

･電子記録のオンライン発受、作成及び管理に向けた機能（全裁判所）

･他機関との連携に関する機能（一般令状及び被疑者勾留に関する事件処理・事件管理機能等）

※事件管理は現行システムを利用し、電子記録の管理等に不可欠な事件情報等を新システムに入力・登録

令和9年3月までに開発

②現行システムの代替機能(KEITAS相当部分）
－

･KEITASは、システムの特性上、令和9年10月以降の利用には複数の障壁があるため、他の現行システムに比して優先順
位が高い

｡新システムにKEITAS相当の事件管理機能を追加し、地裁では、事件管理を含めて新システムに移行する

※地裁以外の裁判所においては、引き続き事件管理は現行システムを利用する可

令和9年10月までに開発
可

③現行システムの代替機能(NAVIUS・最高裁事件管理システム相当部分）
■■■■■■■■■■■■■■■

･KEITAS相当の事件管理機能に、NAVIUS･最高裁事件管理システム特有の機能を追加する

※全裁判所において、事件管理を含めて新システムに移行する

、
４④それ以外の機能

「
’
1

1･現行システムの機能を超える事務の合理化・効率化に向けた利便性向上機能
可能な限り凉やかに



配布資料2

刑事手続（少年手続を含む）のデジタル化に係るシステムの段階的開発のスケジュールについて
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※開発Q優先lE位をつけることで、令和9年3月までに不可欠な機能を確実にリリースしつつ、その他の機能も可能な限り速やかに段階的にリリースすることを目
指す。
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事務総局会議（第2回）議事録

日時 令和6年1月23日 （火）午前10時00分～午前10時20分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、宇田川家庭局第一課長、板津秘書課

長兼広報課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤審議官、矢尾司法研修

所長

議事 令和6年度の裁判官研修について

矢尾司法研修所長説明（資料）

結果 ◎裁判官会議付議

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料

（1月23日開催）

【配布資料】

令和6年度の裁判官研修について

令和6年度の裁判官研修実施計画においては、別紙記載1の「裁判官研修（合同

研修、個別研究）に関する重要な事項（平成28年度議決） 」及び別紙記載2の

｢派遣型研修について（報告対象事項） 」について、いずれも変更はない。
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(別紙）

裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項等

裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項（平成28年度議決）

合同研修（実施場所は司法研修所。ただし、カリキュラムの一部を受入先施

設で実施することがあるほか、裁判所職員総合研修所や外部団体と合同で実施

することがある。 ）

ア裁判系（判事・判事補。 3日間以内）

例事件分野別の分類

a 民事訴訟事件

①民事通常訴訟事件全般

②税務、会計、金融等の企業経済活動全般に関わる訴訟事件

③ IT(システム開発やインターネットの利用）に関する訴訟事件

④建築関係訴訟事件、建築調停事件

⑤医事関係訴訟事件

b行政訴訟事件

c 労働訴訟・保全、労働審判等の労働関係事件

d知的財産権関係の訴訟・保全事件

e 民事その他事件

f 刑事訴訟、令状、医療観察等の刑事関係事件

g人事訴訟事件、家事調停・審判事件

h少年審判事件

け） 主たる対象者による分類

主たる対象者に応じて以下の四つに分け、事件分野別の必要に応じて実

施する。

a基礎（左陪席クラス）

1

(1)
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b基本（右陪席クラス）

c 実務（裁判長・右陪席クラス）

．専門（テーマに対応する裁判官）

イ導入系（判事・判事補。期間は以下のとおり）

参加する者の特性に応じて以下の三つに分けて実施する。

（ｱ）年次（1週間以内） ：判事補・判事の任官時等の節目の年次に到達した

者

（ｲ） ポスト （1週間以内） ：支部長、部総括、所長等のポストに就任した者

（ｳ）役割（3日間以内） ：特定のポストに限らず、一定の役割が期待される

立場にある者

ウ基盤系（判事・判事補。 3日間以内）

裁判や組織運営の基盤となる一般的資質・能力の酒養を目的として、事件

分野にとらわれない広範な分野を取り上げて実施する。

エ簡易裁判所判事の研修（簡易裁判所判事。期間は以下のとおり）

（ｱ）裁判系（3日間以内）

㈹導入系（1週間以内。ただし、新任簡易裁判所判事が参加する研修のう

ち、 1本については約1か月間）

(2)個別研究（参加する者は判事・判事補。期間・実施場所は以下のとおり）

ア司法研究（2年間以内） ：各所属庁、司法研修所のほかヒアリング先等

イ ミニ研究会（1日間以内） ：各実施庁

ウ各種調査・研究（随時必要な期間） ：司法研修所又は調査研究受入先

2派遣型研修について（報告対象事項）

(1)判事補（期間・実施場所は以下のとおり。 (2)及酬3)について同じ）

ア民間企業長期研修（1年間） ：派遣先民間企業各社

イ 日本銀行長期研修（1年間） ： 日本銀行

3



ウシンクタンク長期研修（1年間） ： 21世紀政策研究所

判事又は判事補

国際刑事司法短期研修（年間4回、各1か月程度） ：国連

止研修所

判事

ア報道機関研修（1～2週間） ：派遣先報道機関各社

イ民間企業短期研修（1～2週間） ：派遣先民間企業各社

ウ研究機関短期研修（2週間） ：理化学研究所

国連

(2)

アジア極東犯罪防

(3)
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事務総局会議（第3回）議事録

日時 令和6年1月30日 （火）午前10時00分～午前10時45分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、長田総務局第一課長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福

田民事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、板津秘書課長兼

広報課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤裁判所職員総合研修所長

議事 1 裁判所職員総合研修所規程の一部を改正する規程について

長田総務局第一課長及び後藤裁判所職員総合研修所長説明（資料

第1）

2裁判所職員（裁判官以外）研修に関する重要な事項及び令和6年

度の裁判所職員（裁判官以外）の研修について

後藤裁判所職員総合研修所長説明（資料第2）

3高等裁判所長官事務打合せの開催について

長田総務局第一課長説明（資料第3）

4大法廷首席書記官等に関する規則の一部を改正する規則について

長田総務局第一課長説明（資料第4）

5最高裁判所事務総局規則の一部を改正する規則について

長田総務局第一課長説明（資料第5）

6最高裁判所事務総局分課規程及び最高裁判所事務総局等職制規程

の一部を改正する規程について

長田総務局第一課長説明（資料第6）

7裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則等の一部を改正す

る規則及び裁判所職員健康安全管理規程の一部を改正する規程並び

にこれらに関津する議決について

徳岡人事局長説明（資料第7）
8不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則の一部を改正する

規則について

染谷経理局長説明（資料第8）

9事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則及び民

事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規程

について

長田総務局第一課長説明（資料第9）

結果
◎裁判官会議付議 1， 2， 4， 5， 6， 7， 8， 9

◎了承3

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料第1

（1月30日開催）

【配布資料 1】
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【配布資料2】
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【配布資料3】
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事務総局会議資料第2

（1月30日開催）

【配布資料1】

裁判所職員（裁判官以外）研修に関する重要な事項

第1研修（中央・高裁委嘱・各庁委嘱）

裁判所職員総合研修所（以下「総研」という｡）で中央研修を実施するほか、総

研が高裁又は地家裁に委嘱して、高裁が管内各庁及び最高裁に所属する職員に対

して、又は地家裁が各庁に所属する職員に対して実施する。中央研修は、司法研

修所と合同で実施することがある。実施場所は、総研又は委嘱を受けて実施する

各庁とするが、研修実施方法やカリキュラムの内容に応じて、それ以外の場所で

も実施する。

， 業務内容に応じた専門性・能力の向上等を目的とした研修

（1）裁判実務に関するもの（5日間以内）

書記官、家裁調査官、事務官、速記官及び執行官を対象とし、裁判事務の

分野（民事、刑事、家事、少年等）について、官職及び執務経験に応じて組

織課題への取組、執務能力の向上等を目的として実施する。

（2）事務局事務に関するもの

ア管理職員'を対象者とするもの（3日間以内）

㈱研修事務を担当する管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円滑な

実施等を目的として実施する。

け）次席家裁調査官等を対象者とし、家裁調査官に係る高裁委嘱研修等の

充実、改善等を目的として実施する。

イ中間管理職員2を対象者とするもの（3日間以内）

1平成21年3月31日付人任A第0005．63号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘

書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」別表（以下「依命通達別表」

という｡）において、最高裁判所規則第6号「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標

準的な官職を定める規則」別表（以下「規則別表」という｡）の1の項第3欄第2号又は同第3

号の職制上の段階と同等の職制上の段階に属する官職にある者

2依命通濁り表において、規則別表の1の項第3欄第4号の職制上の段階と同等の職制上の段

階に属する官職にある者

1



【配布資料1】

例研修事務を担当する中間管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円

滑な実施等を行う指導者の養成を目的として実施する。

(ｲ）情報セキュリティ対策事務を担当する中間管理職員を対象とし、情報

化に伴う情報セキュリティに係る執務能力の向上等を目的として実施す

る。

ウ管理職員等以外の職員3を対象者とするもの（5日間以内）

（ｱ）一定の執務経験を有する事務官及び技官4を対象とし、事務局事務の

分野について、担当職務に応じた執務能力の向上等を目的として実施す

る。

（ｲ）研修事務を担当する係長等を対象とし､研修の的確な立案や円滑な実

施に必要な執務能力の向上等を目的として実施する。

㈲情報化推進の役割を担当する職員を対象とし､情報化に係る執務能力

の向上等を目的として実施する。

(3) 管理業務に関するもの（5日間以内）

ア管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実施す

る。

イ中間管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実

施する。

2階層に応じた資質・能力の向上等を目的とした研修

管理職員等以外の職員を対象者とするもの（5日間以内。ただし、 (3)につい

ては実施機関が適宜期間を定める｡）

（1） 一定の執務経験を有する書記官、事務官及び技官を対象とし、執務能力の

3依命通達別表において、規則別表の1の項第3柵第5号又は同第6号の職制上の段階と同等

の職制上の段階に属する官職にある者

4裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第

95号）第6条に定める行政職俸給表（一）の準用を受ける裁判所事務官及び裁判所技官をい

う｡）

2



【配布資料1】

向上等を目的として実施する。

（2）事務官及び技官を対象とし、執務経験に応じた執務能力の向上等を目的と

して実施する。

（3）事務官を対象とし、基礎的な法学教育を行うことにより、資質及び事務処

理能力向上を図る目的で実施する。

倒新採用職員を対象とし、職務知識付与や裁判所職員としての自覚、職務意

識の高揚等を図る目的で実施する｡＝

3その他

高年齢層の職員を対象者とするもの（1日間程度）

高年齢層の職員を対象とし、それまで培った知識や経験等を生かし、引き続

き意欲をもって勤務できるようにするための支援を目的として実施する。

第2委託研修

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させる｡参加させる研修､期間、

職員は､最高裁において定める。

第3協議会

高裁事務局次長､高裁首席書記官､高裁所在地家裁首席家裁調査官を対象とし、

研修計画について検討すること等を目的として実施する。実施場所は総研とする。

第4研究

実施場所は総研、研究員の所属庁及び関係機関等とする。

1 書記官及び家裁調査官等の合同による実務研究（7か月間程度）

2書記官による実務研究（1年間程度）

3家裁調査官による実務研究（1か月間程度から1年間程度）

（1） テーマを定めて行うもの

（2） 関係機関の業務に関する研究を行うもの

第5その他の研修

このほか各分野における課題への取組の進展状況、喫緊の課題の発生等に応じ

3
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【配布資料1】

て、裁判所職員総合研修所長において､別途研修を実施することがある。 １

以上
、

１
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【配布資料2】

裁判所職員（裁判官以外）研修に関する重要な事項

第1研修（中央・高裁委嘱・各庁委嘱）

裁判所職員総合研修所（以下「総研」という｡）で中央研修を実施するほか、総

研が高裁又は地家裁に委嘱して、高裁が管内各庁及び最高裁に所属する職員に対

して、又は地家裁が各庁に所属する職員に対して実施する。中央研修は、司法研

修所と合同で実施することがある。実施場所は、総研又は委嘱を受けて実施する

各庁とするが、研修実施方法やカリキュラムの内容に応じて、それ以外の場所で

も実施する。

，業務内容に応じた専門性・能力の向上等を目的とした研修

（1）裁判実務に関するもの（5日間以内）

書記官、家裁調査官、事務官、速記官及び執行官を対象とし、裁判事務の

分野（民事、刑事、家事、少年等）について、官職及び執務経験に応じて組

織課題への取組、執務能力の向上等を目的として実施する。

（2）事務局事務に関するもの

ア管理職員'を対象者とするもの（3日間以内）

例研修事務を担当する管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円滑な

実施等を目的として実施する。

け）次席家裁調査官等を対象者とし、家裁調査官に係る高裁委嘱研修等の

充実、改善等を目的として実施する｡

イ中間管理職員2を対象者とするもの（3日間以内）

l平成21年3月31日付人任A第000563号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘

書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」別表（以下「依命通潮ll表」

という｡）において、最高裁判所規則第6号「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標

準的な官職を定める規則」別表（以下「規則別表」という｡）の1の項第3棚第2号又は同第3

号の職制上の段階と同等の職制上の段階に属する官職にある者

2依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第4号の職制上の段階と|司等の職制上の段

階に属する官職にある者

1



【配布資料2】

例研修事務を担当する中間管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円

滑な実施等を行う指導者の養成を目的として実施する。

け）情報セキュリティ対策事務を担当する中間管理職員を対象とし、情報

化に伴う情報セキュリティに係る執務能力の向上等を目的として実施す

る。

ウ管理職員等以外の職員3を対象者とするもの（5日間以内）

（ｱ）一定の執務経験を有する事務官を対象とし、事務局事務の分野につい

て、担当職務に応じた執務能力の向上等を目的として実施する。

（ｲ）研修事務を担当する係長等を対象とし､研修の的確な立案や円滑な実

施に必要な執務能力の向上等を目的として実施する。

（ｳ）情報化推進の役割を担当する職員を対象とし､情報化に係る執務能力

の向上等を目的として実施する。

(3) 管理業務に関するもの（5日間以内）

ア管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実施す

る。

イ中間管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実

施する。

2階層に応じた資質・能力の向上等を目的とした研修

管理職員等以外の職員を対象者とするもの（5日間以内。ただし、 (3)につい

ては実施機関が適宜期間を定める｡）

（1） 一定の執務経験を有する書記官及び事務官を対象とし、執務能力の向上等

を目的として実施する。

（2）事務官を対象とし、執務経験に応じた執務能力の向上等を目的として実施

する。

3依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第5号又は同第6号の職制上の段階と同等

の職制上の段階に属する官職にある者

2



【配布資料2】

（3）事務官を対象とし、基礎的な法学教育を行うことにより、資質及び事務処

理能力向上を図る目的で実施する。

M)新採用職員を対象とし、職務知識付与や裁判所職員としての自覚、職務意

識の高揚等を図る目的で実施する。

3その他

高年齢層の職員を対象者とするもの（1日間程度）

高年齢層の職員を対象とし、それまで培った知識や経験等を生かし、引き続

き意欲をもって勤務できるようにするための支援を目的として実施する。

第2委託研修

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させる｡参加させる研修､期間、

職員は、最高裁において定める。

第3協議会

高裁事務局次長､高裁首席書記官､高裁所在地家裁首席家裁調査官を対象とし、

研修計画について検討すること等を目的として実施する。実施場所は総研とする。

第4研究

実施場所は総研、研究員の所属庁及び関係機関等とする。

1書記官及び家裁調査官等の合同による実務研究(7か月間程度）

2書記官による実務研究（1年間程度）

3家裁調査官による実務研究（1か月間程度から1年間程度）

（1） テーマを定めて行うもの

（2） 関係機関の業務に関する研究を行うもの

第5その他の研修

このほか各分野における課題への取組の進展状況、喫緊の課題の発生等に応じ

て、裁判所職員総合研修所長において、別途研修を実施することがある。

以上

3



事務総局会議資料第3

（1月30日開催）

配布資料

高等裁判所長官事務打合せ開催要領（案）

1 主催

2 期日

3場所

4協議事項

5 出席者

最高裁判所

令和6年3月14日 （木）

最高裁判所

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所長官 8人

随員高等裁判所事務局長 8人

6 日程

14：00 ～ 17:00

14日

(木）
最高裁判所長官挨拶
全体協議



資
料
２

ノ

が
あ
る
。

、

◇
一
。
，

裁
判
所
に
お
け
る
よ
り
質
の
高
い
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
、
首
席
書
記
官
等
の
官
職
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
必
要

／-－

こ
れ
が
、

理
由

一

こ

の

規
則
を
制
定
御
す
る
理
由
で
あ
る

ノ I

ノ

へ

0

、

－1

一

I

！

）

、

、

I

＝

1



資
料
３（

首
席
書
記
官
）

第
三
条
高
等
裁
判
所
及
び

大
法
廷
首
席
書
記
官
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）

測
刻
削
刈
置
く
。

を
、
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
家
庭
裁
判
所
に
家
事
の
首

席
書
記
官
及
び
少
年
の
首
席
書
記
官
を
、
そ
の
他
の
剛
司
珂

裁
判
所
に
民
事
の
首
席
書
記
官
及
び
刑
事
の
首
席
書
記
官
記
官
及
び
刑
事
の
首
席
書
記
官
を
、
最
高
裁
判
所
の
指
定

を
、
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
家
庭
裁
判
所
に
家
事
の
首
す
る
家
庭
裁
判
所
に
家
事
の
首
席
書
記
官
及
び
少
年
の
首

栽
釧
判
珈
測
州
引
呵
の
仙
后
里
家
庭
裁
判
所
に
首
席
書
記
官
を
そ

大
法
廷
首
席
書
記
官
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る

（
首
席
書
記
官
）

地
方
第
三
条
高
等
裁
判
所
及
び
地
方
裁
判
所
に
民
事
の
首
席
書

席
書
記
官
を
、

置
く
。

そ
の
他
の
家
庭
裁
判
一

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

町
に
首
席
書
記
官
を

-1-



５
．
６
（
略
）

（
次
席
書
記
官
）

第
四
条
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
高
等
裁
判
所
、
地
方
裁

4 ２
．
３
（
略
）

け
た
地
方
裁
判
所
の
民
事
の
首
席
書
記
官
及
び
刑
事
の
首

席
書
記
官
は
、
当
該
裁
判
所
の
民
事
又
は
刑
事
の
事
務
を

取
り
扱
う
裁
判
所
書
記
官
及
び
裁
判
所
速
記
官
の
一
般
執

務
に
つ
い
て
指
導
監
督
し
、
か
つ
、
訟
廷
事
務
を
引
刑
別
司

般
執
務
に
つ
い
て
指
導
監
督
し
、
か
つ
、
訟
廷
事
務
を
つ

地
方
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
及
び
裁
判
所
速
記
官
の
一

か
さ
ど
る
。

高
等
裁
判
所
並
び
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

第
四
条
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
高
等
裁
判
所
、
地
方
裁

４
割
對
副
調
判
銅
馴
叫
酬
地
方
裁
判
所
の
民
事
の
首
席
書
記
官

２
．
３
（
同
上
）

５
．
６
（
同
上
）

事
務
を
訓
刈
州
割
到
引
例
。

記
官
の
一
般
執
務
に
つ
い
て
指
導
監
督
し
、
か
つ
、
訟
廷

刑
事
の
事
務
を
取
り
扱
う
裁
判
所
書
記
官
及
び
裁
判
所
速

及
び
刑
事
の
首
席
書
記
官
は
、
当
該
裁
判
所
の
民
事
又
は

（
次
席
書
記
官
）

－2－



２
（
略
）

３
次
席
書
記
官
は
、
裁
判
所
書
記
官
及
び
裁
判
所
速
記
官

記
官
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
速
記
官
の
一
般
執
務
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
の
指
導
監
督
及
び
訟
廷
事
務
に
関
し
、
当

該
裁
判
所
の
首
席
書
記
官
を
助
け
る
。

泡
洲
曹
○
邑
蒋
署
の
次
席
書
記
官
を
置
く
。

判
所

の
一
般
執
務

、

家
開
園
釧
判
所
制
判
び
簡
冒
翌
裁
判
所
判
に
最
高
裁
判
所
の

（
家
庭
裁
判
一

町
及
び
簡
易
裁
判
所
の
次
席
書

3 ２
（
同
上
）

訓
刺
剖
到
叫
次
席
書
記
官
は
、
裁
判
所
書
記
官
及
び
裁
判
所

調
例
掴
州
關
倒
笥
記
官
号
冬
は
次
席
書
記
官
を
置
く
。

判
所

速
記
官
の
一
般
執
務
（

洲
同
調
詞
討
叫
淵
州
闇
州
麹
司
割
引
旬
割
鋼
び
少
年
の
次
席
書
記
官
、
家

官
の
一
般
執
務
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
指
導
監
督
及
び

９

訟
廷
事
務
に
関
し
、
当
該
裁
判
所
の
圃
封
渕
剴
引
關
割
剥
当
日

官
制
及
び
刑
事
の
次
席
書
記
官
に

の
淵
劉
刷
習
詞
閨
目
を
、
日
取
高
副
裁
判
所
の
指
定
す
る
家
庭
裁
判

又
は
刑
蓋
聿
の
首
席
書
記
官
を
助
け
る
。

荊
斗
‐
矧
副
削
剥
泡
Ｈ
岡
引
創
掲
割
引
雪
受
け
提
生
局
等
裁
判
所
、

叙
判
所
及
ひ
藩
目

飼
副
到
栽
判
型
酬
創
四
コ
髻
争
の
次
席
書
記

ヅ
広
展
事
α
狄
牌
圭
匡
雪
鄙
宮
児

あ
っ
て
は
、
裁
判
所
速
記

－3－



第
四
条
の
二
（
略
）

３
総
括
主
任
書
記
官
は
、
洲
Ｈ
胤
測
川
副
捌
凹
ヨ
の
一
般
執
務

２
（
略
）

（
削
る
）

（
総
括
主
任
書
記
官
）

41第
四
条
の
二
（
同
上
）

３
総
括
主
任
書
記
官
は
、

２
（
同
上
）

｡’ 務
に
関
し
、
当
該
家
庭
裁
判
所
の
首
席
書
記
官
を
助
け
る

家
軍
票
”
次
召
雁
書
記
官
及
び
少
年
の
次
席
書
記
官
は
、
裁
判

指
定
を
受
け
た
家
庭
裁
判
所
の
次
席
書
記
官
は
、
裁
判
所

所
聿
『
記
官
果
し
一
般
執
務
に
つ
い
て
の
指
導
監
督
及
び
訟
廷

又
は
少
年
の
首
席
書
記
官
を
助
け
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

耆
記
官
の
一
般
執
務
に
つ
い
て
の
指
導
監
督
及
び
訟
廷
車

争
務
脂
龍
亭
し
引
当
該
家
庭
裁
判
所
の
家
事
の
首
席
書
記
官

（
総
括
主
任
書
記
官
）

第
一
蓉
倶
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
家
庭
裁
判
所
の

当
該
部
又
は
部
と
み
な
さ
れ
る

－4－



第
六
条
高
等
裁
判
所
及
び

二’ 訓
劃
調
訓
刻
叫
訓
剖
判
封
司
刈
到
到
刎
凶
酬
圖
割
刎
矧

裁
判
所
及
び
そ
の
他
の
家
庭
裁
判
所
に
訟
廷
管
理
官
を
そ ｌ

廷
管
理
官
及
び
少
年
の
訟
廷
管
理
官
を
、
そ
の
他
の
地
方

裁
判
所
に
民
事
の
訟
廷
管
理
官
及
び
刑
事
の
訟
廷
管
理
官

を
、
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
家
庭
裁
判
所
に
家
事
の
訟

に
つ
い
て
指
導
監
督
す
る
．

（
訟
廷
管
理
官
）

督
券
量
琴
け
ろ
ふ
秘
判
手
腕
書
記
官
及
び
裁
判
所
速
記
官

も
の
に
配
置
さ
れ
た
主
任
書
記
官
並
び
に
そ
の
指
導
驍

主
征
堂
青
記
官
並
び
に
そ
の
指
導
監
督
を
受
け
る
裁
判
所’

最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
地
方

第
六
条
高
等
裁
判
所
及
び
地
方
裁
判
所
に
民
事
の
訟
廷
管

務
に
つ
い
て
指
導
監
督
す
る
。

す
る
家
庭
裁
判
所
に
家
事
の
訟
廷
管
理
官
及
び
少
年
の
訟

廷
管
理
官
を
、
そ
の
他
の

置
く
。

理
官
及
び
刑
事
の
訟
廷
管
理
官
を
、
最
高
裁
判
所
の
指
定

を
割
受
け
る
裁
判
所
書
記
官
及
び
裁
判
所
速
記
官

も
の
に
配
置
さ
れ
た
主
任
書
記
官
並
び
に
そ
の
指
導
監
督

（
訟
廷
管
理
官
）

家
庭
裁
判
所
に
訟
廷
管
理
官
を

の
一
般
執

－5－



21 第
六
条
の
三

第
六
条
の
二
（
略
）

２
（
略
）

３
裁
判
員
調
整
官
は
、

刎
割
ａ
釧
桝
置
く
。

２
～
４
（
略
）

創
副
副
周
釧
叩
Ｊ
１
の
命
を
受
け
て
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員

の
選
任
に
関
す
る
訟
廷
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

部
割
鋼
判
刎
訓
叫
画
剴
副
Ｉ

方
裁
判
所
及

数
の
裁
判
部
企
画
官
を
置
く
。

（
裁
判
員
調
整
官
）

’
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
高
等
裁
判
所
、
地

家
庭
裁
判
所
に
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
員

首
席
書
記
官
へ

臣．

箏
の

首
席

記

第
六
条
の
二

3 2 ２
～
４

へ

新
設

を
つ
か
さ
ど
る
。

て
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
選
任
に
関
す
る
訟
廷
事
務

（
裁
判
員
調
整
官
）

裁
判
員
調
整
官
は
、

へ

同
上

…

（
同
上
）

ー

へ

同
上
…

I
の
命
を
受
け

－6－



31

（
他
の
法
令
に
定
め
る
裁
判
官
、
裁
判
所
書
記
官
等
の
権

限
と
の
関
係
）

第
八
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
大
法
廷
首
席
書
記
官
、
小
法

命
ず
る
。

執
務
舎
杢
庭
裁
判
訴
娯
鷺
裁
判
部
企
画
官
に
あ
っ
て
は
、
裁

裁
判
所
が
、
そ
の
他
の
裁
判
所
の
裁
判
部
企
画
官
に
つ
い

、
高
等
裁
判
所
の
裁
判
部
企
画
官
に
つ
い
て
は
当
該
高
等

開
掴
目
胸
ぴ
詠
吟
娃
車
嘉
弼
の
〈
止
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

劉
討
珂
剛
引
訓
釧
鋼
判
所
望
亘
記
官
乃
気
ひ
裁
判
所
速
記
官
の
一
般

司
州
矧
司
調
釧
淵
刊
所
の
孟
馴
在
帥
蕗
農
官
轄
す
る
高
等
裁
判
所
が’

第
八
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
大
法
廷
首
席
書
記
官
、
小
法

限
と
の
関
係
）

（
他
の
法
令
に
定
め
る
裁
判
官
、
裁
判
所
書
記
官
等
の
権

－7－



廷
首
席
書
記
官
、
訟
廷
首
席
書
記
官
、
首
席
書
記
官
、
知

的
財
産
高
等
裁
判
所
首
席
書
記
官
、
次
席
書
記
官
、
総
括

主
任
書
記
官
、
主
任
書
記
官
、
主
任
速
記
官
、
訟
廷
管
理

官
、
裁
判
員
調
整
官
１
割
渕
刊
訓
制
詞
剴
目
及
び
速
記
管
理
官

の
権
限
は
、
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九

号
）
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
る
裁
判
官
、
裁
判
所
書
記
官

及
び
裁
判
所
速
記
官
の
権
限
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
こ

れ
を
制
限
す
る
こ
と
は
な
い
。

令
に
定
め
る
裁
判
官
、
裁
判
所
書
記
官
及
び
裁
判
所
速
記

官
の
権
限
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
こ
れ
を
制
限
す
る
こ

官
、
裁
判
員
調
整
官
及
び
速
記
管
理
官
の
権
限
は
、
裁
判

的
財
産
高
等
裁
判
所
首
席
書
記
官
、
次
席
書
記
官
、
総
括

廷
首
席
書
記
官
、
訟
廷
首
席
書
記
官
、
首
席
書
記
官
、
知

主
任
書
記
官
、
主
任
書
記
官
、
主
任
速
記
官
、
訟
廷
管
理

と
は
な
い
。

所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
そ
の
他
の
法

－8－



資
料
２

？

所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る

最

高

裁
判
所
事
務
総
局
に
お
け
る
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め

！

理
由

一

卜

◎

こ
れ
が
、

こ

の ！
．

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る

、

、

◎

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
の
態
勢
に
つ
い
て

、

P‐

一

↑



21 最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）

資
料
３

第
三
条
の
二
の
二

’
統
計
情
報
に
関
す
る
重
要
な

画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

局テ
イ
の
確

デ
ジ
タ
ル
審
議
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
総

の
事 最

高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対

務

保 の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
、
情
報
セ
キ
ュ
リ

、
情
報
シ
ス
テ
ム
の

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
デ
ジ
タ
ル
審

新

項
の
企
画
及

整
備
及

管
理
並
び
に

立

案
に
参

へ

新
設 昭

Jb,、

条
文

…

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

-1-



41 31 21 第 21
－

ノ、

第
四
条
の
二

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

旧
圃
矧
〕
な
い
菫
鶉
弼
を
所
悪
手
す
る
職
で
課
長
に
準
ず
る
も
の

て
、

て
充
て
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

て
「
デ
ジ
タ
ル

’
参
事
官
は
、
裁
判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
を
も
つ

条
の
二

局
又
は
課
に
置
か

詞
割
引
列
ル
審
議
官
の
下
に
、
参
事
官
（
第
五
項
に
お
い

そ
の
局
又
は
課
の
事
務
の
う
ち
重
要
な
事
項
の
企
画

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
局
又
は
課
の
所
掌

へ

審 略
ー二

重
Ⅲ

官
刎
付
参
事
官

た
参
事
官

1－－

は
、
上
司
の
命
を
受
け

と

い
三
つ
。
）

を
置
く

31 21 第
六
条
の
二

へ へ

新
設

新
設
）

○

事
務

て
充
て
る
。

謝
剥
到
司
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
そ
の
局
又
は
課
の

参
事
官
は
、
裁
判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
を
も
つ

…

の
壱
フ

ち
重
要
な
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る

へ

同
上
…

－2－



51213141 第
七
条

51
、

Ｉ

務
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

く
こ
と
が
で
き
る
。

削
剥
廓
の
車
鶉
残
封
乞
つ
か
さ
ど
る
。

例
ル
藍
沓
議
官
の
職
務
を
助
け
る
。 I

詞
到
引
例
‐
刈
認
賞
議
官
の
下
に
、
デ
ジ
タ
ル

一ぜ

ナ

ミ､ツ

デ
ジ
兎
易
ル
審
『
議
官
付
参
事
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て

局
付
、

例
川
副
閏
調
白
目
”
職
藩
誤
ぞ
う
ち
重
要
な
事
項
の
企
画

へ

略
二
二

ー

付
及

デ
●ツ

ダ
ル
豊
誉
議
官
付

悟
勾
Ｊ

審は
、
裁
判
所
事

諄

官
付
を
置

21 第
七
条

へへへへ

新
設

新
設

新
設

新
設

る て
○ 、

局
付
測
制
剥
州
州
は
、
裁
判
所
事
務
官
を
別
引
斗
剴
判
伺
充

ーー…

Ｈ
ヨ
叫
伽
刈
飼
謝
劇
受
け
辛
い
、
ワ
て
の
局
又
は
課
の
事
務
を
掌

ー

へ

同
上
ー

－3－



事務総局会議資

（1月30日開催）

料第 6

資
料
１

第
一
条
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

最
高
裁
判
所
規
程
第
号

情
報
政
策
課
」
を
削
る
。

第
四
十
条
の
二
サ
イ
、
ハ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
官
は
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並

（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
中
「
厚
生
管
理
官
」
を
「
厚
生
課
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
号
中
「
及
び
厚
生
管
理
官
の
所
掌
」
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
厚
生
管
理
官
」
を
「
厚
生
課
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
及
び
第
三
条
の
三
を
削
る
。

第
一
条
中
「
及
び
課
」
の
下
に
「
並
び
に
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
官
及
び
デ
ジ
タ
ル
基
盤
管
理
官
」
を
加
え
、
「

第
四
十
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
令
和
六

一

総
一
印
）



第
二
条

第
四
十
条
の
三

第
四
十
条
の
四

ブ
ハ
》
０ （

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
十

、

第 び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
0

一
一

一

当
該
事
務
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
含
む
も
の
と
す

要
な
調
整
に
関
す
る
事
項

一
一
一
一

情
報
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
必
要
な
基
盤
等
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
こ
れ
ら
に
必

統
計
情
報
に
関
す
る
事
項

条
第

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第

一

条

中

一
一
一

項
中 デ

ジ
タ
ル
基
盤
管
理
官
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

こ
の
規
程
の
規
定
に
よ
り
課
、
局
の
課
又
は
職
員
管
理
官
が
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
に
は

「
、

ヨ

審
査
官

職
員
管
理
官
又
は
厚
生
管
理
官

L一一

を
「
局
又
は
課
に
置
か
れ
る
審
査
官
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

1－－

を
「
又
は
職
員
管
理
官
」
に
改
め
る
。

一
一
口
万
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

一
一



管
理
官
補
佐

生
管
理
官
補
佐
」
を
「
又
は
職
員
管
理
官
補
佐
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
、
職
員
管
理
官
補
佐
及
び
厚
生

理
官

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2 5 2

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第 第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

要 及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

が
で
き
る
。

デ
ジ
タ
ル
審
議
官
付
審
査
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
デ
ジ
タ
ル
審
議
官
の
職
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画

ﾛ

デ
ジ
タ
ル
審
議
官
の
下
に
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
職
の
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
所

一
一
一 デ

ジ
タ
ル
審
議
官
の
下
に
、
審
査
官
（
第
五
項
に
お
い
て

の

職
を
置
く

条
第

に
改
め
る
。

L一一
一

項
中

を
○

弓

及
び
職

「
、

職

員員

管
理
官
補
佐

管
理
官
及
び
厚
生
管
理
官

L一一

に
改
め
、
同
項
中
「
、
職
員
管
理
官
又
は
厚
生
管
理
官
」
を
「
又
は
職
員
管

ロ

を

弓

「
デ
ジ
タ
ル
審
議
官
付
審
査
官

及
び
職

員

管
理
官
ﾛ

声
」
、

Ｉ

「
、 L一一

職 と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と

員

管
理
官
補
佐
又
は
厚

一
一
一
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資
料
２

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
お
け
る
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
の
態
勢
に
つ
い
て

所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

ノ

理
由

'一

I

〕

4

ノ

』

ダ



資
料
３

第第
一
条

割
．
司
を
置
く

広
報
課

総
務
局

秘
書
課

引
刎
刈
州
Ⅱ
判
到
呵
到
川
割
引
刊
管
鯛
筈
昌
及
び
皇
４
ン
ダ
ル
基
盤
管

人
事
局

一

条
関
係
ｌ
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
次
の
局
及
び
課
州
荊
削
叫

0

新

一
一

第
一
条
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
次
の
局
及
び
課
を
置
く

○

秘
書
課

年
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）

総
務
局

広
報
課

人
事
局

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

昭
J1、、

条
文

－1－



（
削
る
）

へ

削

る
…

行
政
局

家
庭
局

経
理
局

刑
事
局

民
事
局

第
三
条
の
二

第
三
条
の
三

一’

1
三’ 二’ 家

庭
局

経
理
局

行
政
局

刑
事
局

民
事
局ｉ事項 関十

鼻
○
政
埜
杢
の
企
画
及
び
立
案
並’

統
計
情
報
に
関
す
る
事
項

情
報
政
策
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ

に
調
整
に
関
す
る

－2－



第
十
七
条

第
十
八
条

課か
さ
ど
る
。

一一
一

、

経
理
局
の
他
の
課
に
属
し
な
い
事
項

監
査
課

へ

略

経
理
局
総
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ

経
理
局
に
総
務
課

ー

、

Ｉ

管
理
課
及
び
厚
生
課
を
置
く

、

王
計
課
、
営
繕
課
、
用
度

0

31 21第
十
八
条

第
十
七
条

１０
く定

砧
ご
○
事
蔀
塑
の
う
ち
犀
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す

課 る
政
誇
茨
￥
企
画
祗
餐
ひ
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
項
を

か
さ
ど
る
。

一
一
一

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
室
に
お
い
て
は
、
前

情
報
セ
キ
‐
ユ
リ
テ
ィ
室
に
室
長
を
置
く
。

、

な

経
理
局
の
他
の
課

監
査
課

い
へ

事
項

同
上 経

理
局
総
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ

経
理
局
に
総
務
課

ー 、

管
理
課
及
び
厚
生
管
理
官
を
置
く

及
び
厚
生
管
理
官
の
所
掌

、

主
計
課
、

営
繕
課

条
第

0 、

に
属
し

一

号

に

用
度

－3－



（

第
四
十
条
の
四

第
四
十
条

第
四
十
条

第

二’

’ ’
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立

一
一つ

か
さ
ど
る
。

一

’

四

ら
に
必
要
な
調
整
に
関
す
る
事
項

十
四
条

び
管
理
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及

統
計
情
報
に
関
す
る
事
項

の

三

の
一

一 へ

略 経
理
局
厚
生
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を

デ
ジ
“
鳥
笠
基
盤
管
理
昌
目
は
、
次
の
事
務
を

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
官
は
、
情

ー

こ
の
規
程
の
規
定
に
よ
り
課
、
局
の
課
又

立
案
並
び
に
こ
れ

第へ へ へ

新
設

さ
ど
る
。

新
設

新
設

一
一

一

1

四

十
四
条

ー ー ー

へ

経
理
局
厚
生
管
理
官
は
、
次
の
事
務
を
つ
か

同
上
ー

－4－



第
四
十
一
条
各
局
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、

そ
の
局
の
一
の
課
若
し
く
は
室
刻
別
刷
凹
ヨ
笥
刷
劃
副
に
属
す

る
事
務
を
適
宜
他
の
課
若
し
く
は
室
刻
剖
刷
剛
ヨ
倒
刷
劃
司
に

情
銀
斬
ン
ス
ニ
４
ム
の
諺
雪
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
含
む

も
の
と
す
る
。

は
職
員
管
理
官
が
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

に
は
、
当
該
事
務
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
並
び
に

お
い
て
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
各
局
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、

笥
刷
劃
司
に
属
す
る
事
務
を
適
宜
他
の
課
若
し
く
は
室
１
捌
咽

員
管
理
官
又
は
厚
生
管
理
官

が
で
き
る
。

そ
の
局
の
一
の
課
若
し
く
は
室に

お
い
て
処
理
さ
せ
る
こ
と

、

職
員
管
理
官
又
は
厚
雄

－5－



こ
と
が
で
き
る
。

３
審
査
官
は
、
裁
判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
の
中
か
２
審
査
官
は
、
裁
判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
の
中
か

ら
、
命
ず
る
。
ら
、
命
ず
る
・

21 第
二
条
関
係
ｌ
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

41
（
審
査
官
）

第
二
条
（
略
）

可
１
コ
刻
刻
引
引
川
調
劉
閏
目
付
調
剥
翼
官
」
‐
と
い
Ｊ
う
。
）
を
置
く

て
、
局
又
は
課
の
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
一
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る

詞
判
引
例
Ｊ
川
獺
到
識
官
果
し
下
版
噌
審
査
官
（
第
五
項
に
お
い

局
▽
今
は
詞
州
に
置
か
れ
る
審
査
官

新

は
、
上
司
の
命
を
受
け
司
引
調
劉
剴
司
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
局
又
は
課
の
事
務

（
審
査
官
）

第
二
条
（
同
上
）

（
新
設
）

|日

－6－



51第
三
条
事
務
総
局
の
課
並
び
に
局
の
課
、
室
矧
剣
叫
糊
剖
剰
司

２
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐

刺
ヨ
目
（
以
下
「
事
務
総
局
の
課
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に

綱
「
画
刺
凶
ぴ
古
業
案
に
参
画
す
る
。

１
判
刻
刻
例
川
副
翻
議
訓
官
の
職
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、

及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

法
研
修
所
等
」
と
い
う
。
）
の
事
務
局
の
課
並
び
に
最
高

裁
判
所
図
書
館
（
以
下
「
図
書
館
」
と
い
う
。
）
の
課
に

司
法
研
修
所
及
び
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
（
以
下
「
司

、
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐

こ
と
が
で
き
る
。

（
課
長
補
佐
等
）

ダ
ル
士
醤
畢
識
一
目
鄙
Ｊ
幸
笛
本
日
一
目

剰
は
職
員
管
理
官
補
佐

ト

〃

〃

を
置
く

は
、
裁

第
三
条
事
務
総
局
の
課
並
び
に
局
の
課
、
室
１
捌
凹
員
割
引
圏

２
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐

（
新
設
）

旬
。
渕
刎
目
引
ヨ
習
矧
ヨ
目
（
以
下
「
事
務
総
局
の
課
等
」
と
い

○

補
佳
胄
入
は
厚
生
管
理
官
補
佐

所
（
以
下
「
司
法
研
修
所
等
」
と
い
う
。
）
の
事
務
局
の

う
。
）
並
び
に
司
法
研
修
所
及
び
裁
判
所
職
員
総
合
研
修

う
。
）
の
課
に
、
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐
１
州
凹
ヨ
割
剥
劃
司

課
並
び
に
最
高
裁
判
所
図
書
館
（
以
下
「
図
書
館
」
と
い

（
課
長
補
佐
等
）

、

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

職
員
管
理
官
補
佐
及
び
厚
生

－7－



21
（
そ
の
他
の
職
）

第
七
条
（
略
）

３
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐

長
、
室
長
刻
酬
矧
糊
割
引
笥
刺
劃
目
を
補
佐
し
、
そ
の
命
を
受
け

て
、
事
務
総
局
の
課
等
、
司
法
研
修
所
等
の
事
務
局
の
課

又
は
図
書
館
の
課
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

、
所
要
の
幟
を
置
く
。

判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
の
中
か
ら
、
命
ず
る
。

ほ
か
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

及
（
引
職
員
管
理
官
補
佐

は
、
課

第
七
条
（
同
上
）

３
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐

（
新
設
）

笥
剥
ヨ
司
補
仙
田
は
、
課
長
、
室
長

筍
刷
劃
引
補
伺
自
は
、
裁
判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
の
中

笥
鯏
剴
目
を
補
佐
し
、
そ
の
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
課

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

等
、
司
法
研
修
所
等
の
事
務
局
の
課
又
は
図
書
館
の
課
の

か
ら
、
命
ず
る
。

（
そ
の
他
の
職
）

、

城
員
管
理
諄
月
補
佐
及
び
厚
生

、

職
司
貝
管
畑
罰
官
又
は
厚
生

－8－



ノ ー
I

I

ｒ
ｌ
＃

ノ

る
理
由
で
あ
る

裁
判
所
組
織
の
見
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し
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、
関
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に
つ
い
て
所
要
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を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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（
高
等
裁
判
所
が
行
う
も
の
）
（
高
等
裁
判
所
が
行
う
も
の
）

第
三
条
次
に
掲
げ
る
職
員
の
任
免
又
は
勤
務
裁
判
所
の
指
第
三
条
次
に
掲
げ
る
職
員
の
任
免
又
は
勤
務
裁
判
所
の
指

定
は
、
各
高
等
裁
判
所
が
行
う
。

定
は
、
各
高
等
裁
判
所
が
行
う
。

一
（
略
）
一
（
同
上
）

二
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
二
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁

判
所
若
し
く
は
簡
易
裁
判
所
の
主
任
書
記
官
若
し
く
は
判
所
若
し
く
は
簡
易
裁
判
所
の
主
任
書
記
官
若
し
く
は

訓
鯏
薊
司
矧
割
引
ｌ
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁
判
訟
廷
管
理
官
又
は
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁

第
一
条
関
係
ｌ
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
任
免
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）

裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
任
免
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

1



今

第
四
条
裁
判
所
書
記
官
（
第
二
条
第
六
号
及
び
前
条
第
二

四
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁

二
の
二
・
三
（
略
）

号
に
掲
げ
る
裁
判
所
書
記
官
を
除
く
。
）
、
裁
判
所
速
記

五
（
略
）

（
地
方
裁
判
所
が
行
う
も
の
）

悦
訓
ｌ
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁
判
所
の
文
書

所
の
裁
判
員
調
整
官

た
る
裁
判
所
書
記
官

地
封
劃
釧
判
訴
塁
Ｐ
し
く
廊
陛
家
庭
蕊
舗
刊
所
の
裁
判
部
企
画
官

企
画
官

濁
川
剴
馴
剛
謝
謝
圏
哉
判
謂
凶
の
企
両
昌
目
た
る
裁
判
所
事
務
官

判
所
若
し
く
は
簡
易
裁
判
所
の
課
長
若
し
く
は
謝
劇
劃
倒

又
副
貯
当
該
寓
屋
茸
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁
判
所

又
は
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の

第
四
条
裁
判
所
書
記
官
（
第
二
条
第
六
号
及
び
前
条
第
二

号
に
掲
げ
る
裁
判
所
書
記
官
を
除
く
。
）
、
裁
判
所
速
記

四
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁

五
（
同
上
）

二
の
二
・
三
（
同
上
）

（
地
方
裁
判
所
が
行
う
も
の
）

僅
剴
創
叫
当
該
高
等
裁
判
所
の
管
内
の
地
方
裁
判
所
の
文

判
所
の
裁
判
員
調
整
官
た
る
裁
判
所
書
記
官

書
企
画
官
謝
川
剴
引
剛
糾
詞
剴
副
た
る
裁
判
所
事
務
官

判
所
若
し
く
は
簡
易
裁
判
所
の
課
長
若
し
く
は
謝
凰
剴
制

2



官
（
前
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
裁
判
所
速
記
官
を
除
く

。
）
、
裁
判
所
事
務
官
（
第
二
条
第
八
号
１
封
剰
酬
引
及
び

第
十
一
号
並
び
に
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
裁
判
所
事
務
官

を
除
く
。
）
、
裁
判
所
技
官
、
廷
吏
及
び
行
政
職
俸
給
表

口
の
準
用
を
受
け
る
職
員
で
地
方
裁
判
所
及
び
そ
の
管
内

の
簡
易
裁
判
所
に
勤
務
す
る
も
の
並
び
に
執
行
官
の
任
免

又
は
勤
務
裁
判
所
の
指
定
は
、
各
地
方
裁
判
所
が
行
う
。

。
）
、
裁
判
所
事
務
官
（
第
二
条
第
八
号
及
び
第
十
一
号

官
（
前
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
裁
判
所
速
記
官
を
除
く

裁
判
所
の
指
定
は
、
各
地
方
裁
判
所
が
行
う
。

）
、
裁
判
所
技
官
、
廷
吏
及
び
行
政
職
俸
給
表
口
の
準
用

並
び
に
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
裁
判
所
事
務
官
を
除
く
。

判
所
に
勤
務
す
る
も
の
並
び
に
執
行
官
の
任
免
又
は
勤
務

を
受
け
る
職
員
で
地
方
裁
判
所
及
び
そ
の
管
内
の
簡
易
裁

3



第
二
条
関
係
ｌ
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年

最
高
裁
判
所
規
則
第
六
号
）

別
表

自
販
吉
一
戸
卦
坤
矧
服
詐

ダ
ル
基
盤
管
哩
一
目

輿
土
圭

新聿
雪
手
一
コ
．
￥
自
国
一
廿
斥
斗
争
〆
一
国
［ 目

言

別
表

組
織

最
高
裁
判
所
一
事
務
総
長
詞
謝
鯏
劉
珂
１
割
劉
醐
目
家
庭

劇
割
引
ｌ
凰
酬
『
倒
刷
ヨ
目
参
事
官
首
席
技

官
次
席
技
官
課
長
補
佐
（
総
括
）

課
長
補
佐
（
管
理
）
人
事
係
長
予
算

係
長
文
書
係
長
庁
舎
係
長
宿
舎
係

Ｉ

Ｉ

審
議
官
局
長
課
長
室
長
職
員
管

職
員

旧

4

組
織

職
員



高
等
裁
判
所
事
務
局
長
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
事
務

局
長
事
務
局
次
長
総
括
企
画
官
課

長
文
書
企
画
官
企
画
官
首
席
技
官

課
長
補
佐
（
管
理
）
人
事
係
長
守

衛
長
（
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
高
等
裁

へ

略
ー

理
）
人
事
係
長
予
算
係
長
文
書
係

長
庁
舎
係
長
宿
舎
係
長
秘
書
人

事
係
員
労
働
係
員
守
衛
長
⑩

大
法
廷
首
席
書
記
官
小
法
廷
首
席
書
記

官
訟
廷
首
席
書
記
官
裁
判
所
書
記
官

（
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）

へ

略
…

高
等
裁
判
所
事
務
局
長
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
事
務

局
長
事
務
局
次
長
総
括
企
画
官
課

長
文
書
企
画
官
企
画
官
首
席
技
官

課
長
補
佐
（
管
理
）
人
事
係
長
守

衛
長
（
最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
高
等
裁

（
同
上
）

長
秘
書
人
事
係
員
労
働
係
員
守

衛
長

大
法
廷
首
席
書
記
官
小
法
廷
首
席
書
記

官
訟
廷
首
席
書
記
官
裁
判
所
書
記
官

（
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）

（
同
上
）
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I

首
席
書
記
官
次
席
書
記
官
総
括
主
任

書
記
官
主
任
書
記
官
（
最
高
裁
判
所
が

る
。
）

地
方
裁
判
所
事
務
局
長
事
務
局
次
長
課
長
文
書

企
画
官
企
画
官
課
長
補
佐
（
管
理
）

人
事
係
長
守
衛
長
（
最
高
裁
判
所
の

指
定
す
る
地
方
裁
判
所
に
置
く
も
の
に
限

判
所
に
置
く
も
の
に
限
る
。
）

／
首
席
書
記
官
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
首

席
書
記
官
次
席
書
記
官
主
任
書
記
官

（
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）
訟
廷
管
理
官
訓
剖
画
副
笥
矧
当
司

首
席
書
記
官
次
席
書
記
官
総
括
主
任

ｒ

書
記
官
主
任
書
記
官
（
最
高
裁
判
所
が

る
O

…
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別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
訟
廷
管

理
官

訟
廷
副
管
理
官
裁
判
部
企
画
官

家
庭
裁
判
所
事
務
局
長
謝
謝
創
馴
鋼
昂
ｌ
剰
習
園
課
長

補
佐
（
管
理
）
人
事
係
長
守
衛
長
（

最
高
裁
判
所
の
指
定
す
る
家
庭
裁
判
所
に

置
く
も
の
に
限
る
。
）

首
席
書
記
官
次
席
書
記
官
総
括
主
任

書
記
官
主
任
書
記
官
（
最
高
裁
判
所
が

別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
訟
廷
管

理
官
訓
割
閂
副
笥
刷
劃
司
首
席
家
庭
裁
判

別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
訟
廷
管

理
官
訟
廷
副
管
理
官
鋼
釧
剴
副
詞
麹
．
司

速
記
管
理
官
（
最
高
裁
判
所
の
指
定
す

る
地
方
裁
判
所
に
置
く
も
の
に
限
る
。
）

7



備
考
へ

略
…

首
席
家
庭
裁
判
所
調
査
官
次
席
家
庭

裁
判
所
調
査
官
総
括
主
任
家
庭
裁
判
所

調
査
官
主
任
家
庭
裁
判
所
調
査
官
（
最

高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）

一
（
略
）

二
こ
の
表
中
次
に
掲
げ
る
用
語
に
つ
い

て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る

へ

○

略１
課
長
補
佐
（
総
括
）
課
長
、
室

長
又
は
訟
廷
首
席
書
記
官
の
職
務
全

般
に
つ
い
て
こ
れ
ら
を
補
佐
し
、
係

…

備
考
（
同
上
）

所
調
査
官
次
席
家
庭
裁
判
所
調
査
官

総
括
主
任
家
庭
裁
判
所
調
査
官
主
任
家

庭
裁
判
所
調
査
官
（
最
高
裁
判
所
が
別
に

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

一
（
同
上
）

二
こ
の
表
中
次
に
掲
げ
る
用
語
に
つ
い

て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る

（
同
上
）

0

１
課
長
補
佐
（
総
括
）
課
長
、
室

長
１
同
引
劃
割
剥
司
目
又
は
訟
廷
首
席
書

記
官
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
ら

8



２
～
Ⅱ
（
略
）

（
課
、
室
等
を
構
成
す
る
最
小
単
位

の
組
織
で
職
員
二
名
以
上
を
も
っ
て

構
成
し
、
恒
常
的
な
所
掌
事
務
を
も

つ
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

長
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
を
監
督

す
る
地
位
に
あ
る
課
長
補
佐
等
（
審

査
官
を
含
む
。
）
を
い
う
。

２
～
、
（
同
上
）

を
補
佐
し
、
係
（
課
、
室
等
を
構
成

す
る
最
小
単
位
の
組
織
で
職
員
二
名

以
上
を
も
っ
て
構
成
し
、
恒
常
的
な

所
掌
事
務
を
も
つ
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
・
）
の
長
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
職
員
を
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
課

長
補
佐
等
（
審
査
官
を
含
む
。
）
を

い
声
フ
。
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第

十者
第規

則
第

在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者

と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

り

一
一
一一 る

0 （
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る

…

条
関
係
ｌ
裁
判
官
及
び
裁
判
官

一

条再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
職
員
で
あ
っ
た
場
合

二

十

法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
の
離
職
前
五
年
間
に

一
一
口
言
）

新

の
秘
聿
冒

官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成

者
第
十在

職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者

と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

一 る
0
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

（
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る

ざ
一

条再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
職
員
で
あ
っ
た
場
合

法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
の
離
職
前
五
年
間
に

旧

一
一

十
年
最
高
裁
判
所
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二
（
略
）

（
部
長
又
は
課
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

第
十
二
条
法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
の
国
家
行
政
組
織
法

第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職
に

○
、
）

条
の
三

庭
審
議
官

規
定
す
る
事
務
次
長

最
高
裁
判
所
事
務
総
長

）
、
同
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
審
議
官

（
以
下
「
審
議
官
」
と
い
う
。
）
１
前
側
列
則
荊
ゴ
ヨ
召
叫

二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
審
議
官
（
以
下

コ
プ
ジ
タ
ル

第 最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
第

'一一
一

審
議
官

項
に
規
定
す
る
家
庭
審
議
官

と

い
声
フ
。
）

ｰ

へ

と 以
下

へ

以
下

い
震
う
。
）

戸

事
務
次
長

弓

事
務
総
長

及
び
同
規
則
第

一
一
一

条
第
一
項
に

」
と
い
》
フ
。

へ

'一一

以
下 と

い
』
フ

弓

家
一
一
一

第
十第

二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職
に

二
（
部
長
又
は
課
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

。
）
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
第
三
条
第
一
項
に

審
議
官

）
、 規
定
す
る
事
務
次
長

最
高
裁
判
所
事
務
総
長

の二 へ

条 以
下

へ

同
上

第 同
規
則
第

」
ル
」
い
声
フ
。
）

法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
の
国
家
行
政
組
織
法

一

司

ー

審
議
官

項
に
規
定
す
る
家
庭
審
議
官

一
一
一

条
の
二

L一一

と
い
う
・

へ

以
下

へ

第 以
下一

弓

項
に
規
定
す
る
審
議
官

事
務
次
長

…

弓

事
務
総
長

及
び
同
規
則
第

へ

L一一

以
下

L一一

と

とい
》
フ
。

弓

家
庭

一
一
一 い

毒
フ条

ll



第
十 １

創
矧
副
則
第
五
条
第

等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者

長
、
同
規
則
第
六
条
第
一
項
の
職
並
び
に
同
規
則
第
六
条

の
二
第
一
項
測
州
渕
詞
ゴ
剖
倒
に
規
定
す
る
参
事
官
と
す
る
。

、

準
ず
る
職
で
あ
っ
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
は

…

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め

む

る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

（
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則

一
一
一に

就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す

条

法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
の
前
条
で
定
め
る
職

一

項
に
規
定
す
る
局
の
課
長
及
び
室

ー－1

部
課
長
等
の

第
四
条
の
二
第
一
項
の
職

…

職
L一一

と
い
》
フ
。

第
十

、

準
ず
る
職
で
あ
っ
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
は

等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）

す
る
。

…

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

び
に
同
規
則
第

る
局
の
課
長
及
び
室
長

る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各

る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
部
課
長
等
の
職
」
と
い
う
。

（
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
第
五
条
第

一
一
一に

就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す

条

法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
の
前
条
で
定
め
る
職

一
ハ

条
の
二 、

第 同
規
則
第

一

項
に
規
定
す
る
参
事
官
と

一
ハ

条
第
一
項
の
職
並

一

項
に
規
定
す

12



第
十
四
条

務
次
長

す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ

定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第

第 二
（
略
）

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず

る
職
）

て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
事
務
総
長
、
事

一

務
次
長

官 部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
場
合

一
ハ

条
に
規
定
す
る
長
官

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に

、

審
議
官

、

法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
の
国
家
行
政
組
織
法

審
議
官、

デ
ジ
タ
ル
審
議
官
、

１
判
劃
引
列
刈
謝
劉
醐
司
及
び
家
庭
審
議

、

同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規

二

十
一

条
第 事

務
総
長

家
庭
審
議
官
並

一

項
に
規
定

、

事

第
十
四
条

務
次
長

定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第

第す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ

る
職

二て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
事
務
総
長
、
事

一

へ

長
官

一
ハ 務

次
長

部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
場
合

…

条
に
規
定
す
る
長
官

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に

へ

同
上

、、

事
務
次
官

審
議
官

法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
の
国
家
行
政
組
織
法

、

ー

審
議
官
及
び
家
庭
審
議
官

、

家
庭
審
議
官
並
び
に
最
高
裁
判
所
事

、

事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず

、

同
法
第
十
八
条
第

一
一

十
一

条
第 事

務
総
長

一

項
に
規
定

一

項
に
規

、

事ダフ

13



『

〆

1

、

一

I

び
に
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
局
長
及
び
課
長
と
す
る
。

ヤ

ダ

（
Ｉ

％

』 一

務
総
局
規
則
第
四
条
第

と
す
る

（

ノ 。

ノ

／

一

項
に
規
定
す
る
局
長
及
び
課
長

《

I

、

f

I

～

14



裁
判
所
規
則
第
六
号
）

第
四
条
関
係
ｌ
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
最
高

別
表職

務
の
種
類

一
二
の
項
一
最
高
裁
判

か
ら
六
の
所
（
司
法
研

項
ま
で
に
修
所
、
裁
判
，

掲
げ
る
職
所
職
員
総
合

務
以
外
の
研
修
所
及
び

一

へ

略
ー

へ

略

組
織

新

職
制
上
の
段
階

標
準
的

な
官
職ー

別
表職

務
の
種
類

一
二
の
項
一
最
高
裁
判

か
ら
六
の
所
（
司
法
研

項
ま
で
に
修
所
、
裁
判

掲
げ
る
職
所
職
員
総
合

務
以
外
の
研
修
所
及
び

一
（
同
上
）

ー

へ

同

組
織

旧

職
制
上
の
段
階

標
準
的

な
官
職上

15



職
務

最
高
裁
判
所

図
書
館
を
含

むじ
。
）

◎

以
下
同

職
員
総
合
研
修

所
の
事
務
局
長

の
属
す
る
職
制

所
及
び
裁
判
所

長
及
び
課
長
並

び
に
司
法
研
修

規
則
第
十
号
）

第
四
条
第
一
項

事
務
総
局
規
則

年
最
高
裁
判
所

、

に
規
定
す
る
局

（
昭
和
二
十
二

最
高
裁
判
所

0

職
務

む 図 最じ
。
）

0 聿
自

自一
臆］

館
を
含

以
下
同

裁
判
所

段
階
す
る
職
制
上
の

総
合
研
修
所
の

事
務
局
長
の
属

条
第
一
項
に
規

定
す
る
局
長
及

び
裁
判
所
職

び
課
長
並
び
に

司
法
研
修
所
及

第
十
高 総

局
規
則
（
昭

和
二
十
二

裁
判
所
規
則

ロ
言
）

第
四

年
最員

も

16

炉



一
一

条
第
二
項

、
第
六
十

第
五
十
七

法
律
第
五

法
（
昭
和

十
九
号

二
十
二
年
一
二

裁
判
所…

一
一

一

…

裁
判
所
及
び

簡
易
裁
判
所

所
、
地
方
裁

汀

判
所
、
家
庭

高
一
一
一へ

等
裁
判

略
…

へ

略
一

一

■■■■■■■■■■■■■

一
，
一
一

一

へ

略 1 上
の

、 、

ー

裁
判
員
調
整

一
、
、

ユ
タ
〃主

任
速
記
官
一
記
官

訟
廷
管
理
官

二王
任

へ

略 段
階聿

冒

ー

へへ

略略記
官

……

王
任

へへ へ へ

略略略 略
… …聿

自

ー …

一
一

法
律
第
五

法
（
昭
和

条
第
二

●

、
第
六

第
五
十
七

十
九

二
十
二
年
一
二

裁
判
所

ロ
万
）

十項

一
一

一
（
同
上
）

上所
、
地
方
裁

判
所
、
家
庭

裁
判
所
及
び

簡
易
裁
判
所

…

…

高
等
裁
判

一
一
一

へ

同

一
二
く
り
一
ハ

）
三
（
同
上
）

一

（
同
上
）

ー

、
裁
判
員
調
整

一
一

へへ

同
上

同
上

…ー ー

（
同
上

（
同
上

へ

（
同
上

同
上

17



一
一
一へ

第 条
第

略 1
… B -

ノ、

す
る
事
務

を
つ
か
さ

項
に
規
定

ど
る
官
職

項
並
び
に

及
び
第

の
一

一

の

職
務

六
十
条

第
一
一

項
一
一
一

一
一

へ

略
ー

五へ

ｌ画官
及
び
速
記

管
理
官
の
属
す

る
職
制
上
の
段

略 階 官

Ｉ
、
裁
判
部
企

ー

へ

略
…

へ へ

略 略
… …

三
～
六

（
同
上
）

条
第

す
る
事
務

項
に
規
定

第
六
十
条

の
二
第
二

項
並
び
に

ど
る
官
職

を
つ
か
さ

及
び
第

の

職
務 一

一

項
一
一
一

（
同
上
）

五
（
同
上
）

理
官
の
属
す
る

職
制
上
の
段
階

官
及
び
速
記
管

へ

同
上
…

ー …

へ へ

同
上

同
上

18



最
高
裁
判
所
規
程
第

官
職
」
に
改
め
る
。

事
務
局
人
事
課
長
」
を
「
事
務
局
人
事
課
長
と
し
、
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
庁
に
あ
っ
て
は
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る

裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
地
方
裁
判
所
（
管
轄
区
域
内
の
簡
易
裁
判
所
及
び
検
察
審
査
会
を
含
む
。
）
の
項
及
び
家
庭
裁
判
所
の
項
中
「
、

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

附

則

号

（
令
和
六
・

人
能
印
）

！



1
$

1《

〆

由
で
あ
る
。

裁
判
所
組
織
の
見
直
し
に
伴
い
、
健
康
管
理
者
と
な
る
官
職
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
ｐ
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理

←

理
由
．

＃

ク

h

ノ

『

！

〆

I

1｡
凸

〆

し

＃
､

少

1

、 1

ノ



裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

…
…

一
轤
蝿
蕊
蝿
紳
諏
諏
密
善
一
人
事
課
の
置
か
れ
て
い

臺
。

旬
糊
と
す
ゑ

唾
組
織
区
分

裁
判
所
職
員

健
康
安
全
管
理
規
程
の
一

唾 健
康
管
理
者

新

1 I

唾 唾 安
全
管
理
者

部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

驫
囑
攪

叶
更
弧
会

一
一

昭
J1，、号

条
文

ー

謎
鋪
職
長

の
置
か

へ

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分

旧

（
同
上
）

…

1

へ

園
ー 組
織
区
分

へ

E
ー

健
康
管
理
者

へ

園
ー

安
全
管
理
者



ザ

＃

P

ｰ

『

2

；

、 『

唾

；

；
人
糞
課
の
置
か
れ
て
い

－
岸
臘
っ
て
埼
割
一

謝
刷
謝
謝
国
顎
子
亀

L ● 更



裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則（昭和25年最

高裁判所規則第4号）第7条第1項の規定による最高裁判所の

任免等に関する権限の委任等について

サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官（裁判官をもって充てる場

合を除く。 ）の任免及び補職に関する権限は、最高裁判所事務総長に委任する。

I

ノ



」

裁判所職員健康安全管理規程において最高裁判所が別に定め

るとされている事項について

裁判所職員健康安全管理規程別表第2において最高裁判所が別に定めるとされて
／

いる事項は、最高裁判所事務総長に委任する。 1

f

ノ

Q

L－

I

I

､

I



(配布資料 2）

員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

水
戸
、
金
沢
、
岡
山
及
び
福
岡
の
家
庭
裁
判
所
の
会
計
課
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職

理
由

I

I

－2－



布資料(配 3）

不
動
産
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
所
管
に
属
す
る
権
利
に
不
動
産
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
所
管
に
属
す
る
権
利
に

つ
い
て
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
つ
い
て
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九

号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
登
記
の
嘱
託
を
す
る
職
員
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
登
記
の
嘱
託
を
す
る
職
員

と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
す
る
。
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
す
る
・

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長

高
等
裁
判
所
事
務
局
長
高
等
裁
判
所
事
務
局
長

地
方
裁
判
所
長
地
方
裁
判
所
長

不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
九
号
）

不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

|日

3－ー



Ｉ

家
庭
裁
判
所
長
（
水
戸
、
甲
府
、
長
野
、
奈
良
、
大
津
、

形
、
盛
岡
、
秋
田
、
青
森
、
函
館
、
旭
川
、
釧
路
、
徳
島

Ｉ

取
、
松
江
、
福
岡
、
佐
賀
、
大
分
、
鹿
児
島
、
宮
崎
、
山

ｌ

和
歌
山
、
津
、
岐
阜
、
福
井
１
劃
当
州
、
富
山
、
岡
山
、
烏

及
び
高
知
の
家
庭
裁
判
所
の
家
庭
裁
判
所
長
を
除
く
。
）

家
庭
裁
判
所
長
（
甲
府
、
長
野
、
奈
良
、
大
津
、
和
歌
山

、
津
、
岐
阜
、
福
井
、
富
山
、
鳥
取
、
松
江
、
佐
賀
、
大

分
、
鹿
児
島
、
宮
崎
、
山
形
、
盛
岡
、
秋
田
、
青
森
、
函

館
、
旭
川
、
釧
路
、
徳
島
及
び
高
知
の
家
庭
裁
判
所
の
家

庭
裁
判
所
長
を
除
く
。
）

4－ー



資
料
２

〃

伴
い
、
事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
ｐ
こ
れ
が
、

す
る
理
由
で
あ
る

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

理
由◎

へ

令
和
・
五
年
法
律
第
十
七
号

こ
の
）

規
則
を
制
定

の
施
行
に

ｰ



資
料
３

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

圭l l=| |xl lxl手’
一

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

～
十
七

事
件
の
種
類

ﾉに年

蕗
…

へ へ

略

へ

定
和
解

略 略
ー ーー

新の
執
壱

定
事
件 （

令
和
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号

、､

別
表
第

’十八ヨ 封 一
～
十
七
（
同
上
）

一

（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

ー

事
件
の
種
類

（
新
設
）ｌ

（
同
上
）

へ

（
同
上
）

同
上
…

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

‘画・ 1－



ノ

－2－

1 ヨ ヨ 1 』 ヨ ヨ
へ

略
背

（
略
）

へ

略
一

へ

略
…

（
略
）

（
略
）

へ

略
一

ヨ ヨ ヨ ヨ ヨ ヨ 1
（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

一

（
同
上
）

（
同
上
）



資
料
４

最
高
裁
判
所
規
程
第
号

第
一
条
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
（
平
成
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

仲
」
を
「
仲
裁
関
係
事
件

特
定
和
解
の
執
行
決
定
事
件

チ
」
に
改
め
る
。

（
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
の
一
部
改
正
）

（
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
改
正
）

別
表
中
「
仲
裁
関
係
事
件

民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
令
和
六
．
・

総
三
印
）

一

仲和



執
行
決
定
の
原
本

置
命
令
の
執
行
等
認

置
命
令
に
係
る
違
反

本の
原
本

別
表
第
一
の
八
の
項
中
「
｜
和
解
調
書

一
一
一

一
一
一

十
年

十
年

L一一

に
改
め
、一

一
一

十
年

十
年

十
年

同
表
の
十
七
の
項
中

'一一

に
改
め
、
同
表
の
二
十
七
の
項
中

「
’

仲
裁
判
断
の
執
行
決
定
の
原
本

一
一
一

十
年

司

ひ

保
全
命
令
を
取
り
消
し
又
は
変
更

す
る
裁
判
の

｜
」

を
弓

原
本

国
際
和
解

本 和
解
調
書

三

十
年

｜
」 合

意
の
執
行
決
定
の
原

を二

弓

暫
定
保
全
措

可
決
定
の
原

暫
定
保
全
措

金
支
払
命
令

仲
裁
判
断
の

十
年

'一一



を

」

●
ｆ

か
ら
二
十
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
十
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

弓

附

保
全
命
令
を
取
り
消
し
又
は
変
更

す
る
裁
判
の
原
本

暫
定
保
全
措
置
命
令
に
係
る
違
反

金
支
払
命
令
の
取
消
決
定
の
原
本
十
年

則

十
年

に
改
め
、
同
表
中
二
十
八
の
項
を
二
十
九
の
項
と
し
、
十
八
の
項

一
一
一

十
八

特
定
和
解
の
執
行
決
定

事
件

五
年

特
定
和
解
の
執
行
決
定
の
原
本
三
十
年



資
料
５

条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
六
号
）
及
び
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程

に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

仲
裁
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
五
号
）
、
調
停
に
よ
る
国
際
的
な
和
解
合
意
に
関
す
る
国
際
連
合

理
由



資
料
６

第
一
条
関
係
ｌ
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
（
平
成
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

別

表
地
方
裁
判
所

（
略
）

仲
裁
関
係
事
件

（
略
）

民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

途＝

決
定
事
件

新

到仲

別
表

地
方
裁
判
所

（
同
上
）

仲
裁
関
係
事
件

（
新
設
）

（
同
上
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

仲

-1-



第
二
条
関
係
ｌ
事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）

別
表
第
一
（
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
期
間
）

一
～
七
‐
（
略
）

八十
七
・
｜
仲
裁
関
係
事
件

九
～
十
六

民
事
非
訟
事
件

商
事
非
訟
事
件

へ

略
一

新

五
年

五
年
一
・
部
》
函
啼
麺
執
行

三
十
年

十
五
条
第
・
一
項
の

査
定
の
決
定
の
原

会
社
法
第
五
百
四

執
行
決
定
の
原
本
．
三
十
年 ’

国
際
・
和
解
合
意
の

和
解
鯛
書

暫
定
保
全
措
腫
命

除
く
．
）

令
に
係
る
違
反
金

暫
定
保
全
措
匿
命

決
定
・
の
原
本

令
の
執
行
等
麗
可

本
（
異
議
の
甑
え

の
あ
っ
た
も
の
を

支
払
命
令
の
原
本

三
十
年

三
十
年’十年’十年

別
表
第
一
（
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
期
間
）

旧

や
■
測
り

へ
｝
町
陛

－2－

九
～
十
六
（
同
上
）

八

‐
民
事
非
訟
事
件

商
事
非
舩
事
件

五
年

和
解
調
書
三
十
年

（
新
設
）

会
社
法
第
五
百
四

十
五
条
第
一
項
の

査
定
の
決
定
の
原

本
（
・
異
議
の
訴
え

の
あ
っ
た
も
の
を

除
く
。
）
三
十
年

一
～
七
（
・
同
上
）
．

事
件
の
種
類

肥
録
の
保
存
期
間

事
件
審
類
の
保
存
期
間



の耐

刀房甑

都
の
硫
定
の
訣
序

及
び
処
分
の
原
本

弥
訟
上
の
紋
幼
豆

刀沃C

皿
拠
保

の
申
，
存

１
１
銅
Ｕ
亀

瓢
行
廻

刀
坤
加
金

０
吋
３
Ｆ
Ｆ

疋
の
決

万
の
雨

収町

立す

張 り7】淫⑰

－3－

七’ 二
十

六'二
十

五'二
十

四'二
十

三'二
十

二'二
十

一'二
十

一

一

十

十
九

十

八

へ

．略
一

へ

略
一

へ

略
一

J◆

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
…

へ

賂
一

特
定
和
解
の
執

口
行
決
定
事
件

五
年

特
定
和
解
の
執
行

Ｉ
決
定
の
原
本

’
三
十
年

六’
一
一

・十

五'二
十

四’ 二
十

三'二
十

二 ’ 二
十

-'二
十

二

十

十
九
十
八

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
新
設
）



申
立
て

そ
の
他

第
一
項
の

規
定
に
よ

び
公
正
取

引
の
確
保

私
的
独
占

十
条
の
四

に
関
す
る

法
律
第
七

る
鋭
判
の

の
禁
止
及

三

年

五
年

破
産
法
第
二
百
五

秘
密
保
持
命
令
又

は
秘
密
保
持
命
令

の
取
消
し
の
決
定

項
（
同
法
第
二
百

復
樋
の
決
定
の
原

本
三
十
年

破
産
法
第
百
七
十

定
の
原
本

十
四
条
第
一
項
の

免
責
取
消
し
の
決

責
の
・
決
定
の
原
本
三
十
年

を
含
む
。
）
の
免

四
十
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合

百
三
十
五
条
第
一

民
事
再
生
法
第
二

会
社
更
生
法
第
九●

十
五
条
第
一
項
（

原
本

民
事
再
生
法
第
百

認
の
請
求
を
認
容

三
条
第
一
項
の
否

の
原
本

の
否
認
の
、
諦
求
を

潔
容
し
た
決
定
の

三
十
五
条
第
一
項

し
た
決
定
の
原
本
三
十
年

三
十
年

三
十
年

三
十
年

第
一
項
の

規
定
に
よ

法
律
第
七

十
条
の
四

引
の
確
保

に
関
す
る

私
的
独
占

申
立
て

そ
の
他

の
禁
止
及

び
公
正
取

る
裁
判
の

三

年

五
年

破
産
法
第
二
百
五

秘
密
保
持
命
令
又

復
樋
の
決
定
の
原

本
三
十
年

破
産
法
第
百
七
十

定
の
原
本

免
責
取
消
し
の
決

十
四
条
第
一
項
の

責
の
決
定
の
原
本
三
十
年

を
含
む
・
）
の
免

項
（
同
法
第
二
百

民
事
再
生
法
第
二

は
秘
密
保
持
命
令

の
取
消
し
の
決
定

会
社
更
生
法
第
九

四
十
四
条
に
お
い

百
三
十
五
条
第
・
一

十
五
条
第
一
項
（

原
本

民
事
再
生
法
第
百

し
た
決
定
の
原
本
三
十
年

認
の
舗
求
を
認
容

三
条
第
一
項
の
否

の
否
露
の
舗
求
を

露
容
し
た
決
定
の

三
十
五
条
第
一
項

て
軍
用
す
る
場
合

の
原
本

三
十
年

三
十
年

三
十
年

－4－



’

る
裁
判
の
原
本

暫
定
保
全
措
置
命

令
に
係
る
違
反
金

合
を
含
む
。
）
の

生
手
続
の
特
例
等

金
融
機
関
等
の
更

和
解
鯛
書

容
し
た
決
定
の
原

本
三
十
年

執
行
認
許
の
決
定

否
隠
の
開
求
を
開

六
十
条
及
び
第
二

百
二
十
六
条
に
お

に
関
す
る
法
律
第

法
律
第
百
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に

取
の
民
事
上
の
側

面
に
関
す
る
条
約

国
際
的
な
子
の
奪

よ
り
終
局
決
定
を

変
更
す
る
決
定
の

保
全
命
令
を
取
り

消
し
又
は
変
更
す

保
全
命
令
の
原
本

原
本

い
て
鰯
用
す
る
場

の
原
本

の
実
施
に
関
す
る

三
十
竿

三
十
年

三
・
十
年
十
年

十
年

金
融
機
関
等
の
更

生
手
続
の
特
例
等

合
を
含
む
。
）
の

否
認
の
購
求
を
秘

容
し
た
決
定
の
原

本
三
十
年

執
行
認
許
の
決
定

六
十
条
及
び
第
二

百
二
十
六
条
に
お

に
関
す
る
法
律
第

法
律
第
百
‐
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に

面
に
関
す
る
条
約

の
実
施
に
関
す
る

国
際
的
な
子
の
奪

Ｆ

取
の
民
事
上
の
側

和
解
溺
書

よ
り
終
局
決
定
を

変
更
す
る
決
定
の

い
て
準
用
す
る
場

保
全
命
令
の
原
本

原
本

の
原
本

保
全
命
令
を
取
り

消
し
又
は
変
更
す

る
裁
判
の
原
本

（
新
設
）

三
十
年

三
十
年

三
十
年

十
年

十
年

－5－



へ

略
一

へ

略
一

支
・
払
命
令
の
取
消

決
定
の
原
本

私
的
独
占
の
禁
止

よ
る
裁
判
の
原
本

動
産
競
売
開
始
許

律
第
七
十
条
の
四

第
一
項
の
規
定
に

及
び
公
正
取
引
の

確
保
に
関
す
る
法

可
決
定
の
原
本

’十年十
年

十
年

（
同
上
）

－6－

八I 二
十

（
同
上
）


